
職員の給与等の支給の基準の変更について 

 

職員の給与等の支給の基準を下記のとおり変更する。 

 

記 

 

  （公立大学法人青森公立大学職員給与規程の一部改正） 

第１条 公立大学法人青森公立大学職員給与規程（平成２１年規程第６７号）の一部を

次のように改正する。 

  第２６条第２項第１号中「１００分の８５」を「、６月に支給する場合には１００分の

８５、１２月に支給する場合には１００分の９０」に改め、同項第２号中「１００分の４

０」を「、６月に支給する場合には１００分の４０、１２月に支給する場合には１００分

の４５」に改め、同条第５項中「次条において同じ。)から」を「次条第３項第３号におい

て同じ。)から」。に、「同項」を「第２６条第１項」に、「次条において同じ。)」を「次

条第 1項において同じ。)」に改める。 

  別表第１及び別表第２を次のように改める。 

第２条 公立大学法人青森公立大学職員給与規程の一部を次のように改正する。 

  第２３条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の１１７．５、１２月に支給す

る場合には１００分の１３２．５」を「１００分の１２５」に改め、同条第３項中「１０

０分の１１７．５」とあるのは「１００分の６５」と、「１００分の１３２．５」を「１

００分の１２５」に「１００分の７５」を「１００分の７０」に改める。 

第２６条第２項第１号中「、６月に支給する場合には１００分の８５、１２月に支給す

る場合には１００分の９０」を「１００分の８７．５」に改め、同項第２号中「、６月に

支給する場合には１００分の４０、１２月に支給する場合には１００分の４５」を「１０

０分の４２．５」に改める。 

   

    附 則 

  （施行期日等） 

 １ この規程は、平成３０年１２月２６日から施行する。ただし、第２条の規定は、

平成３１年４月１日から施行する。 

 ２ 第１条の規定による改正後の公立大学法人青森公立大学職員給与規程（次項にお

いて「改正後の給与規程」という。）の規定は平成３０年４月１日から適用する。 

  （給与の内払） 

 ３ 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前

の公立大学法人青森公立大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正

後の給与規程の内払とみなす。 


